
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等手数料

令和６年７月１日（月） から手数料が変わります。

（１） 登録住宅性能評価機関（注１）による事前の技術的審査を受け、確認書等（注２）が交付された場合

（注１) 登録住宅性能評価機関・・・住宅の品質確保等に関する法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関です。

（注２） 確認書等・・・長期優良住宅建築等計画が法第６条第１項に掲げる基準に適合することを示す図書です。

（注３） 共同住宅等・・・一戸建ての住宅以外の住宅（共同住宅、長屋、併用住宅等）をいいます。

（注４） 総戸数・・・例えば、１棟の総戸数が 10 戸の共同住宅のうち５戸を申請する場合は、総戸数が 10 戸のため

「6 戸～10 戸」の区分の手数料になります。

新 築

総戸数 認定申請手数料 変更認定申請手数料

一戸建ての住宅 ９，０００円 ４，５００円

共同住宅等（注３）

※ １棟の総戸数

（注４）に応じた 手数

料になります。

５戸以内 １７，０００円 ８，５００円

６戸～１０戸 ２８，０００円 １４，０００円

１１戸～３０戸 ４８，０００円 ２４，０００円

３１戸～５０戸 ７７，０００円 ３８，５００円

５１戸～１００戸 １１７，０００円 ５８，５００円

１０１戸～２００戸 ２００，０００円 １００，０００円

２０１戸～３００戸 ２５３，０００円 １２６，５００円

３０１戸～ ２８７，０００円 １４３，５００円

増改築・既存住宅

総戸数 認定申請手数料 変更認定申請手数料

一戸建ての住宅 １４，０００円 ７，０００円

共同住宅等（注３）

※ １棟の総戸数

（注４）に応じた 手数

料になります。

５戸以内 ２６，０００円 １３，０００円

６戸～１０戸 ４３，０００円 ２１，５００円

１１戸～３０戸 ７２，０００円 ３６，０００円

３１戸～５０戸 １１５，０００円 ５７，５００円

５１戸～１００戸 １７６，０００円 ８８，０００円

１０１戸～２００戸 ３００，０００円 １５０，０００円

２０１戸～３００戸 ３８０，０００円 １９０，０００円

３０１戸～ ４３１，０００円 ２１５，５００円

（例） 一戸建ての住宅 ６，０００円 → ９，０００円

※登録住宅性能評価機関による審査を受けた場合

（改定前） （改定後）

問合せ先

土浦市都市政策部建築指導課建築係

所在 茨城県土浦市大和町 9番 1号

電話 029-826-1111（内線 2254）

土浦市建築指導課


